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別紙 

 

○ 「補装具費支給事務取扱指針について」の制定について（平成 30年 3月 23日障発 0323第 31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

別紙「補装具費支給事務取扱指針」新旧対照表（傍線の部分は改正部分） 

改正 現行 

別紙 別紙 

補装具費支給事務取扱指針 補装具費支給事務取扱指針 

第１ （略） 

 

第２ 具体的事項 

１ 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の運用について 

 （１）～（５） （略） 

 （６）耐用年数の取扱いについて 

耐用年数は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予

想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受けた身体障害者・児の身体状

況や使用状況によって実耐用年数が異なるものである。このため、再支給や修理

の際には告示に掲げる耐用年数を一律に適用することなく、以下の具体例を参考

に、個々の実情に沿った対応が行われるよう十分配慮すること。 

【適切な事例】  

耐用年数に達していない補装具が修理不能になったので、再支給の決定をした。 

耐用年数を経過している補装具について、修理可能との見積もりであったので、

修理の支給決定をした。 

なお、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合は、新たに

必要と認める補装具費を支給することができること。 

また、骨格構造義肢については、必要に応じて部品の交換を行うことにより長

期間の使用が可能であることから、耐用年数を規定していないところであるが、

部品の交換のみによっては、その後の適正な使用が真に困難な場合又は部品の交

第１ （略） 

 

第２ 具体的事項 

１ 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の運用について 

 （１）～（５） （略） 

 （６）耐用年数の取扱いについて 

耐用年数は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予

想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受けた者の作業の種類又は障害

の状況等によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、再支給

の際には実情に沿うよう十分配慮すること。 

 

 

 

 

 

なお、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合は、新たに
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また、骨格構造義肢については、必要に応じて部品の交換を行うことにより長
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換によることよりも再支給を行うことの方が真に合理的・効果的であると認めら

れる場合にあっては、再支給を行って差し支えないこと。 

 （７） （略） 

（８）差額自己負担の取扱いについて 

市町村は、補装具費基準告示と身体機能等を照らし、補装具に求められる機能

を判断し、支給決定している。そのため、補装具費支給の必要性を認める補装具

は、身体機能に適合するように製作され、種目、名称、型式、基本構造等が支給

要件を満たすものとなっているが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選

択することにより基準額を超えることとなる場合は、当該名称の補装具に係る基

準額との差額を本人が負担することとして支給の対象とすることは、差し支えな

いこと。また、機能追加を差額自己負担で認めることは適切でないこと。 

 （９） （略） 

（１０）修理または再支給する場合の対応について 

修理や再支給の必要がある場合、市町村は他制度による適用の有無を確認した

上で、補装具業者が定める保証期間や任意保険加入の有無について補装具業者や

本人に聴取・確認等を行い、それらで対応が可能な場合は優先的に活用し、対応

すること。 

 

２ 補装具費支給に係る事務処理について 

（１）支給の申請及び判定 

① 身体障害者の補装具費支給 

ア （略） 

イ 判定 

○ 市町村は、当該申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子（オ

ーダーメイド）、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規支給に

係るものであるときには、更生相談所に対し、補装具費支給の要否につい

換によることよりも再支給を行うことの方が真に合理的・効果的であると認めら

れる場合にあっては、再支給を行って差し支えないこと。 

（７） （略） 

（８）差額自己負担の取扱いについて 

補装具費支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、型式、基本構

造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を

選択することにより基準額を超えることとなる場合は、当該名称の補装具に係る基

準額との差額を本人が負担することとして支給の対象とすることは、差し支えない

こと。 

 

 

（９） （略） 

（１０） （新設） 

 

 

 

 

 

２ 補装具費支給に係る事務処理について 

（１）支給の申請及び判定 

① 身体障害者の補装具費支給 

ア （略） 

イ 判定 

○ 市町村は、当該申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子（オ

ーダーメイド）、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規支給に

係るものであるときには、更生相談所に対し、補装具費支給の要否につい
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て、様式例第３号の判定依頼書による判定依頼をするとともに、様式例第

４号の判定通知書を身体障害者に送付すること。なお、当該申請が借受け

に係るものである場合は、市町村は、借受けに関する申請者の意向をよく

聴取した上で、様式例第２号の調査書、様式例第３号の判定依頼書に申請

者の意向を記入する等により、更生相談所等との連携に努めること。 

判定依頼を受けた更生相談所は、申請があった身体障害者について、 

（ア）義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子に係る申請の場合は、

申請者の来所により、 

（イ）補聴器、車椅子（オーダーメイド）及び重度障害者用意思伝達装

置に係る申請で、補装具費支給申請書等により判定できる場合

は、当該申請書等により、 

医学的判定を行い、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１

５号）別表第１号（別添様式１）の判定書により、判定結果を市町村に送

付する。この場合、判定書には様式例第５号の補装具処方箋を添付するこ

とができる。 

これらの種目については、再支給（軽微なものを除く。）に際しても、

障害状況等に変化のある場合、身体障害者本人が処方内容の変更を希望す

る場合、又は、それまで使用していた補装具から性能等が変更されている

場合等は、同様の判定を行うこと。 

また、市町村が借受けの申請に基づく判定依頼をしていない場合におい

ても、更生相談所が判定の過程で借受けによることが適当と判断できる場

合は、借受けの必要性を判定し、想定される借受け期間、使用効果等を判

定書に記載し、判定結果を市町村に送付すること。 

なお、補装具のうち、告示別表の「種目」欄に掲げる補装具の対象者は、

原則として、同表の「対象者」欄に掲げる者とする（身体障害児について

も同様の取り扱いとする。）。 

て、様式例第３号の判定依頼書による判定依頼をするとともに、様式例第

４号の判定通知書を身体障害者に送付すること。なお、当該申請が借受け

に係るものである場合は、市町村は、借受けに関する申請者の意向をよく

聴取した上で、様式例第２号の調査書、様式例第３号の判定依頼書に申請

者の意向を記入する等により、更生相談所等との連携に努めること。 

判定依頼を受けた更生相談所は、申請があった身体障害者について、 

（ア）義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子に係る申請の場合は、

申請者の来所により、 

（イ）補聴器、車椅子（オーダーメイド）及び重度障害者用意思伝達装

置に係る申請で、補装具費支給申請書等により判定できる場合

は、当該申請書等により、 

医学的判定を行い、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１

５号）別表第１号（別添様式１）の判定書により、判定結果を市町村に送

付する。この場合、判定書には様式例第５号の補装具処方箋を添付するこ

とができる。 

これらの種目については、再支給（軽微なものを除く。）に際しても、

障害状況等に変化のある場合、身体障害者本人が処方内容の変更を希望す

る場合、又は、それまで使用していた補装具から性能等が変更されている

場合等は、同様の判定を行うこと。 

また、市町村が借受けの申請に基づく判定依頼をしていない場合におい

ても、更生相談所が判定の過程で借受けによることが適当と判断できる場

合は、借受けの必要性を判定し、想定される借受け期間、使用効果等を判

定書に記載し、判定結果を市町村に送付すること。 

なお、補装具のうち、告示別表の「種目」欄に掲げる補装具の対象者は、

原則として、同表の「対象者」欄に掲げる者とする（身体障害児について

も同様の取り扱いとする。）。 
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○ 更生相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断そ

の他の医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り、判定に慎重を期するこ

と。 

   

○ 更生相談所の長は、補装具費の支給判定を行うに当たって、更生相談所

に専任の医師又は適切な検査設備が置かれていないときは、身体障害者福

祉法第１５条第１項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関において

当該医療を主として担当する医師であって、（一社）日本専門医機構が認

定した専門医及び所属医学会において認定されている専門医（医業、歯科

医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告

することができる事項（平成１９年厚生労働省告示第１０８号）第１条で

定める項目を満たすものとして、厚生労働大臣に届出を行った団体に所属

し、当該団体から医師の専門性に関する認定を受けた医師）に医学的判定

を委嘱すること。 

 

○ 市町村による決定 

当該申請が、義眼、眼鏡（矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用）、

人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車椅子（レデ

ィメイド）、歩行器、視覚障害者安全つえ及び歩行補助つえ（一本つえを

除く。）に係るものであって、補装具費支給申請書等により判断できる場

合は、更生相談所の判定を要せず、市町村が決定して差し支えないこと。 

なお、身体障害者福祉法第１５条第４項の規定に基づき交付を受けた身

体障害者手帳（以下単に「身体障害者手帳」という。）によって当該申請

に係る身体障害者が補装具の購入等を必要とする者であることを確認す

ることができるときは、補装具費支給意見書を省略させることができるこ

   

○ 更生相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断そ

の他の医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り、判定に慎重を期するこ

と。 

   

○ 更生相談所の長は、補装具費の支給判定を行うに当たって、更生相談所

に専任の医師又は適切な検査設備が置かれていないときは、身体障害者福

祉法第１５条第１項に基づく指定医又は指定自立支援医療機関において

当該医療を主として担当する医師であって、（一社）日本専門医機構が認

定した専門医及び所属医学会において認定されている専門医（医業、歯科

医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告

することができる事項（平成１９年厚生労働省告示第１０８号）第１条で

定める項目を満たすものとして、厚生労働大臣に届出を行った団体に所属

し、当該団体から医師の専門性に関する認定を受けた医師）に医学的判定

を委嘱すること。 

 

○ 市町村による決定 

当該申請が、義眼、眼鏡（矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用）、

車椅子（レディメイド）、歩行器、盲人安全つえ及び歩行補助つえ（一本

つえを除く。）に係るものであって、補装具費支給申請書等により判断で

きる場合は、更生相談所の判定を要せず、市町村が決定して差し支えない

こと。 

なお、身体障害者福祉法第１５条第４項の規定に基づき交付を受けた身

体障害者手帳（以下単に「身体障害者手帳」という。）によって当該申請

に係る身体障害者が補装具の購入等を必要とする者であることを確認す

ることができるときは、補装具費支給意見書を省略させることができるこ
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と。 

ただし、人工内耳音声信号処理装置の修理の場合は、補装具費支給意見

書等により、補装具業者が修理可能であることや医療保険給付で行われる

交換ではないこと、補装具業者の保証期間内でないこと等を確認するこ

と。 

 

○ 補装具費支給意見書の作成について 

補装具費支給申請書等により更生相談所が判定する場合又は市町村が判

断のうえ決定する場合は、具体的には、医師が作成する様式例第６号の補装

具費支給意見書により判定することとなる。 

なお、補装具費支給意見書を作成する医師は、それぞれ、以下の要件を満

たす者とする。 

（ア）補装具費支給意見書により更生相談所が判定する場合のこれを作成す

る医師は、別表２の①②③に掲げる医師であること。 

（イ）補装具費支給意見書により市町村が判断のうえ決定する場合のこれを

作成する医師は、別表２の④に掲げる医師であること。 

 

○ 更生相談所の長は、重度の障害を持つ者又は遠隔地に住む者等の利便を

考慮する必要があるときは、別表２の④に掲げる医師に医学的判定を委嘱す

ることができる。 

 

○ 身体障害者が、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所

において判定を受けることを希望する場合は、更生相談所において判定を行

うこと。また、借受け期間が終了し、改めて購入又は借受けの支給決定を行

う場合についても、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談

所において判定を行うことができること。 

と。 

 

 

 

 

 

○ 補装具費支給意見書の作成について 

補装具費支給申請書等により更生相談所が判定する場合又は市町村が判

断のうえ決定する場合は、具体的には、医師が作成する様式例第６号の補装

具費支給意見書により判定することとなる。 

なお、補装具費支給意見書を作成する医師は、それぞれ、以下の要件を満

たす者とする。 

（ア）補装具費支給意見書により更生相談所が判定する場合のこれを作成す

る医師は、別表２の①②③に掲げる医師であること。 

（イ）補装具費支給意見書により市町村が判断のうえ決定する場合のこれを

作成する医師は、別表２の④に掲げる医師であること。 

 

○ 更生相談所の長は、重度の障害を持つ者又は遠隔地に住む者等の利便を考

慮する必要があるときは、別表２の④に掲げる医師に医学的判定を委嘱する

ことができる。 

 

○ 身体障害者が、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所

において判定を受けることを希望する場合は、更生相談所において判定を行

うこと。また、借受け期間が終了し、改めて購入又は借受けの支給決定を行

う場合についても、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談

所において判定を行うことができること。 
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②・③ （略） 

 

（２）支給の決定等 

市町村は、（１）を経て購入又は修理に係る補装具費の支給を決定したときは、

申請者に対し、速やかに、様式例第７号の補装具費支給決定通知書及び様式例第

８号（１）の補装具費支給券を交付すること。補装具費支給事務及び給付の迅速

化を図るため、市町村は、原則として申請書の提出があった日の翌日から起算し

て２週間以内に要否を決定するなど、支給事務に係る標準処理期間を定めること

とし、その迅速な対応に努めるとともに、速やかに様式例第７号の補装具費支給

決定通知書及び様式例第８号の補装具費支給券又は様式例第９号の却下決定通知

書を発行し、申請者に交付すること。 

また、初めて補装具費の支給申請をする場合、身体障害者手帳の交付申請と同

時に行うことがあるが、手続きを並行して進める等、可能な限り速やかに支給決

定を行うよう努めること。 

借受けに係る補装具費の支給決定に当たっては、あわせて借受け期間について

も決定すること。 

また、借受け期間中は毎月補装具費を支給するが、支給決定の際は、借受けを

行う一月目のみ、申請者に対し、速やかに、様式例第７号の補装具費支給決定通

知書及び様式例第８号（１）から（３）までの補装具費支給券を交付すること。

その際、様式例第８号（２）については、借受け期間の月数分を交付すること。

支給決定の際に決定した借受け期間が終了するにあたっては、改めて更生相談所

等において、購入が可能か、借受けを継続するかの必要性を判断することになる

ため、再度、（１）と同様に更生相談所による判定、支給決定の手続を行うこと。 

借受けに係る補装具の交換までの期間については、最長１年を原則とする。た

だし、市町村及び更生相談所が必要と判断すれば、概ね１年ごとに再度判定、支

 

②・③ （略） 

 

（２）支給の決定等 

市町村は、（１）を経て購入又は修理に係る補装具費の支給を決定したときは、

申請者に対し、速やかに、様式例第７号の補装具費支給決定通知書及び様式例第

８号（１）の補装具費支給券を交付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

借受けに係る補装具費の支給決定に当たっては、あわせて借受け期間について

も決定すること。 

また、借受け期間中は毎月補装具費を支給するが、支給決定の際は、借受けを

行う一月目のみ、申請者に対し、速やかに、様式例第７号の補装具費支給決定通

知書及び様式例第８号（１）から（３）までの補装具費支給券を交付すること。

その際、様式例第８号（２）については、借受け期間の月数分を交付すること。

支給決定の際に決定した借受け期間が終了するにあたっては、改めて更生相談所

等において、購入が可能か、借受けを継続するかの必要性を判断することになる

ため、再度、（１）と同様に更生相談所による判定、支給決定の手続を行うこと。 

借受けに係る補装具の交換までの期間については、最長１年を原則とする。た

だし、市町村及び更生相談所が必要と判断すれば、概ね１年ごとに再度判定、支
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給決定を行うことにより、交換までの期間を最長３年程度とすることができる。

支給決定に当たっては、耐用年数や想定される使用期間等を踏まえ、借受けの必

要性を判断すること。 

市町村は、申請を却下することの決定をしたときは、様式例第９号の却下決定

通知書により、理由を附して申請者に交付すること。 

なお、補装具費の算定等については、別紙によるものとする。 

 

（３）～（８） （略） 

 

（削除） 

 

３ （略） 

 

４ 代理受領について 

補装具費の支給手順については、原則として２の（６）の取扱いによることとな

るが、補装具費支給対象障害者等の利便を考慮し、市町村は、補装具費支給対象障

害者等が補装具業者に支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装具費

として補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、補装具費支給対

象障害者等に代わり、補装具業者に支払うことができること。 

 

（１）代理受領の前提条件 

代理受領による補装具費の支払を行う場合には、次の取扱いによること。 

 

① 市町村は、補装具費支給対象障害者等が希望する補装具業者との間での契約

等に基づき、代理受領について合意形成を行うこと。 

なお、補装具業者と契約等による取り決めを行う場合には、次の事項を盛り

給決定を行うことにより、交換までの期間を最長３年程度とすることができる。

支給決定に当たっては、耐用年数や想定される使用期間等を踏まえ、借受けの必

要性を判断すること。 

市町村は、申請を却下することの決定をしたときは、様式例第９号の却下決定

通知書により、理由を附して申請者に交付すること。 

なお、補装具費の算定等については、別紙によるものとする。 

 

（３）～（８） （略） 

 

３ 支給決定の時期等について 

 

４ （略） 

 

５ 代理受領について 

補装具費の支給手順については、原則として２の（６）の取扱いによることとな

るが、補装具費支給対象障害者等の利便を考慮し、市町村は、補装具費支給対象障

害者等が補装具業者に支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装具費

として補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、補装具費支給対

象障害者等に代わり、補装具業者に支払うことができること。 

 

（１）代理受領の前提条件 

代理受領による補装具費の支払を行う場合には、次の取扱いによることが望ま

しいこと。 

① 補装具費支給対象障害者等が希望する補装具業者と、市町村との間で代理受

領について、登録・契約等に基づき合意していること。 

なお、補装具業者と登録・契約等により取り決めを行う場合には、次の事項
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こむことが望ましいこと。 

（以下略） 

 

② （略）  

（２） （略） 

 

５ （略） 

を盛りこむことが望ましいこと。 

（以下略） 

 

② （略）  

（２） （略） 

 

６ （略） 

 

別添様式（略） 

 

別表１ 

 ○補装具の対象者について 

 

別紙 （略） 

別表２ （略） 

種目 名称 対象者 

眼鏡 （略） （略） 

補聴器 （略） （略） 

人工内耳 人工内耳用

音声信号処

理装置（修

理） 

人工内耳装用者のうち、医師が当該人工内耳用音声信

号処理装置の修理が必要であると判断している者。 

車椅子 （略） （略） 

別添様式（略） 

 

別表１ 

 ○補装具の対象者について 

種目 名称 対象者 

眼鏡 （略） （略） 

補聴器 （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

車椅子 （略） （略） 

 

別紙 （略） 

別表２ （略） 

別添様式第１号～第４号 （略） 

別紙様式例第５号（１） 

別添様式第１号～第４号 （略） 

別紙様式例第５号（１） 
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別紙様式例第５号（２） （略） 

別紙様式例第５号（３） 

 

別紙様式例第５号（２） （略） 

別紙様式例第５号（３） 
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別紙様式例第５号（４）、（５） （略） 

別紙様式例第６号～第８号 （略） 

 

 

 

 

別紙様式例第５号（４）、（５） （略） 

別紙様式例第６号～第８号 （略） 



 

12 

 

別紙様式例第９号 

 

別紙様式例第１０号 （略） 

別紙様式例第９号 

 

別紙様式例第１０号 （略） 

 


